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研究成果の概要（和文）：本研究においては、民法（債権法）改正において日仏両国で議論されている事業者間契約に
おける不当条項規制の可能性につき、消費者契約法による不当条項規制と比較して検討した。具体的には、事業者間契
約における不当条項規制をめぐるフランスの最新の法改正の動向、日仏における民法による不当条項規制がなされた裁
判例の分析、さらには日仏における消費者法による不当条項規制の分析といった、多様な観点からの研究を行った。成
果は論文や学会報告によって発表した。

研究成果の概要（英文）：This research is about unfair contract terms of B to B (Business to Business) 
contrats in Japan and France, which is debated for the revision of Civil law. Particulary, this research 
focused on the following topics : the proposed amendement for the establishment of the control system of 
unfair contract terms of B to B in French law, some cases related to unfairecontract terms in Japanese 
law and French law, and the research of the control system of unfair contract terms in consumer 
contracts. The results are published in some law journals.
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１．研究開始当初の背景 

学説上、活発な議論がなされてきた「消費

者契約における不当条項規制」とは異なり、

フランチャイズ契約等、実務上は重要な問題

であるにも関わらず、解釈論、立法論をふま

えた本格的検討がこれまで十分になされて

いない「事業者間契約における不当条項規

制」につき、わが国では 2000 年代半ばから

活発となった民法（債権法）改正に向けた議

論の中で、事業者契約をも念頭に置いた約款

規制に関する規定を民法に設けるか否かと

いう論点をめぐってにわかに注目されるこ

ととなった。また、同時に消費者契約法にお

ける不当条項規制規定の見直しも検討され

ることとなり、その中では民法改正との関係

を意識した議論もなされるに至っている。 

一方、日本と同じく消費法典 L132-1 条に

よる濫用条項規制が行われてきたフランス

においても、事業者間契約における濫用条項

規制をめぐる学説の活発な議論が見られる。

その背景には、フランスにおける複数の債務

法改正草案で、濫用条項規制の規定が提案さ

れているということのみならず、2008 年に

商法典L442-6 条 1項 2号に消費法典 L132-1

条 1 項の「著しい不均衡をもたらす」という

基準が導入され、消費法典上濫用的とされる

条項が事業者間契約で設けられた場合に、事

業者に民事責任を課す旨の法改正が存在す

る。これらの規定案・法改正においては、消

費法典 L.132-1 条の濫用条項の基準である

「著しい不均衡」という基準が採用されてい

ることから、事業者間契約における濫用条項

規制を考える上で、常に消費法典による規制

との関係が意識されている。 

 

２．研究の目的 

 以上のように、民法改正論議においても不

当条項規制論は消費者法における不当条項

規制との関係が意識された上で展開されて

いることから、まず、消費者法における不当

条項規制立法が事業者間契約における不当

条項規制に与える影響に着目しながら、近時

の日仏両国で示されている事業者間契約に

おける不当条項規制の立法モデルを分析・紹

介する。その際、特にフランスで盛んな競争

法による不当条項規制立法にも着目し、事業

者間契約における不当条項規制のあり方に

つき、一定の枠組みを提示する。 

同時に、民法における不当条項規制の特徴と

限界、および、民法の解釈にあたって消費者

法が与えうる影響を分析するために、従来民

法による不当条項規制を論じる際の主たる

素材となっていた免責条項や違約金条項を

めぐる日仏の裁判例・学説を検討する。 

以上をふまえ、事業者間契約における不当

条項規制を正当化する原理である、事業者間

契約における一方当事者の「濫用」行為、お

よびそれによって生じる当事者間の「不均

衡」の意義やその是正可能性などにつき、日

仏比較を行う。これによって、不当条項によ

って生じる当事者間の「不均衡」是正をめぐ

る、民法・消費者法・競争法の発展可能性を

検証することが本研究の目的である。 

 

３．研究の方法 

（１）立法論的検討 

第 1 に、濫用条項規制の一般条項を設ける

ことを提案しているフランス債務法改正準

備草案をめぐる学説の動向、および 2008 年

の商法典 L442-6 条 1 項 2 号改正の経緯、及

びそれに対する学説の反応を、民法、消費者

法、競争法の概説書や論文にあたって分析す

る。 

 第 2 に、民法（債権法）改正論議の中で提

案されている「事業者間契約における不当条

項リスト」を定めることの意味、さらには、

リストを設けるとすればどのような形（証明

責任の所在）・内容（具体的にリストアップ

する条項）のものにするかにつき、「消費者

契約における不当条項リスト」をめぐる議論



を参考に検討する。 

第 3 に、フランスにおいては、事業者間契

約の濫用条項規制が競争法分野に属する規

定（主として商法典に編纂されている規定）

によってなされることがあることから、フラ

ンス競争法における事業者間契約の濫用条

項規制の概要や、本研究にも親和的である

「優越的地位の濫用論」も参考とする。 

 

（２）解釈論的検討 

 民法によって違約金条項・免責条項の有効

性が判断された日仏の裁判例、及びそれに関

連する近時の学説を網羅的に分析すること

で、民法による不当条項規制の特徴と限界を

導く。具体的にはフランスにおけるクロノポ

スト事件判決などが検討の対象となる。 

 

（３）理論的検討・総括 

事業者間契約における不当条項規制を考

える上では、そもそもなぜ事業者間契約にお

いて不当条項規制を行う必要があるのか、換

言すれば、事業者間契約における「契約当事

者間の不均衡」が見られる場合はどのような

場合を指すのかについての原理的な検討も

必要となる。この点について、近時のフラン

スで博士論文として多数公表されている「民

法・消費者法・競争法における『濫用』論・

『衡平』論」を検討対象として分析する。 

 以上の立法論的検討、解釈論的検討、原理

的検討を融合させ、事業者間契約における不

当条項規制の制度設計につき、民法・消費者

法・競争法の発展可能性を念頭におきつつ提

示する。 

 

４．研究成果 

（１）事業者間契約における不当条項規制を

めぐる立法論的検討 

 まず、事業者間契約における不当条項規制

に関する規定の実現に向けたフランス法の

法改正案および法改正の分析・紹介を行い、

事業者間契約における不当条項規制を行う

にあたっての規制基準の設け方等について

具体的な検討を行った。具体的には、濫用条

項規制の一般条項を設けることを提案して

いるフランス債務法改正に向けた複数の草

案、および、それらの草案に対する学説の見

解を分析した。さらに、事業者間契約におけ

る濫用条項規制の可能性をもたらした 2008

年の商法典 L422-6-1 条 2 号改正の経緯、お

よびそれに対する学説の見解も併せて検討

した。 

 以上の成果については、まず、雑誌論文⑨

において立法によって事業者間契約におけ

る濫用条項規制を行うとすればどのような

規定を設けることが考えられるか、その際に

留意すべき点は何か、特に消費者契約との違

いは何かをふまえた上で検討を行い、公表し

た。 

 また、フランスでは事業者間契約における

濫用条項規制を可能にした商法典 L422-6-1

条 2 号における「著しい不均衡」という規制

基準が消費法典 L132-1 条の濫用条項規制基

準である「著しい不均衡」と全く同じである

ことから、両者における「著しい不均衡」の

意味の違いが憲法院判例および学説におい

て議論されている。そこで、この議論をふま

えた上で、上記雑誌論文⑨の成果を発展させ

て、2012 年 9 月にフランスの研究会におい

て成果をフランス語で口頭報告した（学会報

告②）。この概要については、雑誌論文②に

掲載されている。 

 

（２）民法による規制の理論的・実態的研究 

 民法によって事業者間契約における不当

条項を規制する理論としてどのようなもの

が考えられるかについて、まず、日本の違約

金・損害賠償額の予定条項をめぐるこれまで

の学説・裁判例を網羅的に分析し、民法 420

条の意味および民法 90 条による違約金・損

害賠償額の予定条項の規制可能性について



模索した（図書⑧）。 

 また、フランスでは事業者間契約における

免責条項の効力が問題となった判決である

クロノポスト判決を機縁として、学説で活発

な議論がなされている。この点につき、クロ

ノポスト判決の分析およびそれに対する学

説の議論を紹介した（図書⑦）。 

 

（３）消費者契約における不当条項規制との

比較に向けた研究 

 将来、事業者間契約における不当条項規制

を立法によって実現する場合には、すでに規

制が立法によって行われている消費者契約

の場合との比較が必要となる。そこで、本研

究では、日仏の消費者法における不当条項規

制についても綿密な検討を行った。 

 まず、日本の民法（債権法）改正論議にお

いて、一部の学説では事業者間契約における

不当条項リストを定めることの是非が検討

された。そこで、この是非を検討するため、

消費者契約法の不当条項リストの現状およ

び問題点について綿密な分析を行った。その

成果は、2011 年の日本私法学会シンポジウム

において報告した（学会報告③）。また、関

連する成果として、雑誌論文⑦があり、フラ

ンス法における不当条項リストの分析とし

て、雑誌論文⑧がある。 

 また、言うまでもなく一般条項のあり方に

ついても検討する必要がある。そこで、現在

の消費者契約法における不当条項規制の一

般条項の問題点を抽出し、そこから、あるべ

き一般条項の方向性について検討した。具体

的な成果として、学会報告である学会報告①

のほか、図書⑤などがある。また、一般条項

による条項の不当性判断がなされた日本の

裁判例分析を行った（雑誌論文③、⑤、⑥）。 

 さらに、消費者法による不当条項規制を素

材としたものではあるが、不当条項規制にお

ける裁判官の役割について検討し、契約自由

の原則と不当条項規制の関係について分析

した（図書①、⑥）。 
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